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権利関係⑤ 

契約の解除・債務不履行 

 

○×式確認問題 

【問題】 

 

 

 

＊ 解答をするときは、必ずどこで判断したかを、下線を引くなどして明確にチェックを入れ  

て、正誤判断をすること。不明なところは？マークを入れておくと後から復習しやすい。  

 

 

１  Ａ所有の甲建物について、Ａを売主、Ｂを買主とする売買契約が成立したが、Ｂが代金を

支払った後、Ａが甲建物の引渡しをしないうちに、Ａに過失なく甲建物が焼失した場合、Ｂ

は当該契約を解除した上で、Ａに対して損害賠償の請求をすることができる。 

 

 

２  Ａが、Ｂとの間でＡが所有する甲建物の売買契約を締結した場合、引渡しまでの間に、Ａ

のたばこの不始末が原因で甲建物が全焼したとき、Ｂがこの契約を解除するためには、Ａ

に対し相当の期間を定めてその履行を催告しなければならない。 

 

 

３  売主Ａは、買主Ｂとの間で甲土地の売買契約を締結したが、Ｂの債務不履行を理由に、Ａ

は適法に甲土地の売買契約を解除した。そして、Ａの当該解除前に、ＢがＣに甲土地を売却

し、ＢからＣに対する所有権移転登記がなされているときは、ＢのＡに対する代金債務に

つき不履行があることをＣが知っていた場合には、Ａは甲土地の所有権をＣに対して主張

できる。 

 

 

４  Ａは、Ｂから土地建物を購入する契約（代金5,000万円、手付300万円、違約金1,000万円）

をＢと締結し、手付を支払った場合、Ａの債務不履行を理由に契約が解除されたとき、Ａは

Ｂに対し違約金を支払わなければならず、手付の返還を求めることはできなくなる。 

 

 

５  ＡはＢに対する債務の支払いについて、Ｂの父が死亡したら支払うとした場合、Ｂが履

行遅滞に陥るのは、Ｂの父の死亡を知ったときからのみである。 

 

 

６  金銭債務の不履行については、債権者は、損害の証明は不要であるが、損害額を証明しな

ければ、損害賠償の請求をすることができない。 
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７  Ｂは、Ａ所有の建物を引渡しと同時に代金を支払う旨の約束をして購入する契約を締結

した。しかし、Ａは、引渡し期日に建物を引き渡さなかったので、Ｂは代金の支払いをし

なかった。この場合、Ｂは引き渡してくれないという事実のみで、同時履行の抗弁権を主

張できる。 

 

 

８  売買契約締結時において、手付が交付されたが、特に手付について定まった目的がなか

った場合、当該手付は解約手付とみなされる。 

 

 

９  買主が手付を交付した後、売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能とな

った場合において、損害賠償額について別段の定めがないときは、その額は、証明した損害

額に手付の額を足した額となる。 

 

 

 

 

 


